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○墨田区特別保育の利用に関する条例 

平成１５年９月３０日 

条例第３５号 

改正 平成１８年３月３０日条例第２３号 

平成２１年３月３０日条例第１７号 

平成２４年３月２９日条例第２４号 

平成２７年３月１７日条例第２４号 

（題名改称） 

（目的） 

第１条 この条例は、墨田区保育所条例（昭和３６年墨田区条例第４号）第１条の規

定に基づき設置した墨田区保育所（以下「保育所」という。）において特別保育を

行うことにより、保護者の就労等を支援するとともに、緊急に保育を必要とする児

童等の保護を図り、もって児童及び保護者の福祉の向上を図ることを目的とする。 

（平２７条２４・一部改正） 

（特別保育） 

第２条 区長は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条第１項の規定に

より行う保育（以下この条において「通常保育」という。）以外に、特に必要があ

ると認める児童に対し、墨田区規則（以下「規則」という。）で定める保育所にお

いて次に掲げる特別保育を行う。 

（１） 標準時間保育延長保育 通常保育を利用している児童（子ども・子育て支

援法（平成２４年法律第６５号）第２０条第３項の規定により認定された保育必

要量（以下この号から第３号までにおいて「認定保育必要量」という。）が１月

当たり平均２７５時間まで（１日当たり１１時間までに限る。）の区分である児

童に限る。）について、当該利用に係る保育所において常態として当該認定保育

必要量の範囲を超えて行う保育をいう。 

（２） 短時間保育延長保育 通常保育を利用している児童（認定保育必要量が１

月当たり平均２００時間まで（１日当たり８時間までに限る。）の区分である児
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童に限る。）について、当該利用に係る保育所において常態として当該認定保育

必要量の範囲を超えて行う保育をいう。 

（３） 一時延長保育 通常保育を利用している児童について、当該利用に係る保

育所において一時的に１日当たりの当該認定保育必要量の範囲を超えて行う保育

をいう。 

（４） 休日保育 日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８

号）に規定する休日（１月１日から同月３日まで及び１２月２９日から同月３１

日までを除く。）に行う保育をいう。 

（５） 年末保育 年末に行う保育をいう。 

（６） 一時保育 一時的に保育を必要とする児童に対して行う保育をいう。 

（７） 緊急一時保育 緊急に保育を必要とする児童に対して行う保育をいう。 

（平２１条１７・平２７条２４・一部改正） 

（特別保育の利用の承認） 

第３条 特別保育を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、区長に申込

書を提出し、その利用の承認を受けなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、墨田区保育所条例第５条に規定する指定管理者（以下

「指定管理者」という。）が管理する保育所における一時延長保育又は一時保育（以

下「一時延長保育等」という。）を利用しようとする者は、規則で定めるところに

より、当該保育所の指定管理者に申込書を提出し、その利用の承認を受けなければ

ならない。 

（平２１条１７・平２７条２４・一部改正） 

（費用の徴収） 

第４条 区長は、前条第１項の規定による申込みに対し、特別保育（標準時間保育延

長保育及び短時間保育延長保育を除く。）の利用を承認したとき、又は延長保育を

行ったときは、当該特別保育に係る児童の扶養義務者から、特別保育に係る費用を

徴収する。 

２ 指定管理者は、前条第２項の規定による申込みに対し、一時延長保育等の利用を
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承認したときは、当該一時延長保育等に係る児童の扶養義務者から、当該一時延長

保育等に係る費用を徴収する。 

（平２１条１７・平２７条２４・一部改正） 

（特別保育料等の額） 

第５条 前条第１項の規定により区長が徴収する費用（以下「特別保育料」という。）

の額は、次に掲げる特別保育の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

（１） 標準時間保育延長保育 別表第１に定める額 

（２） 短時間保育延長保育 別表第２に定める額 

（３） 前２号に掲げる特別保育以外の特別保育 別表第３に定める額 

２ 前条第２項の規定により指定管理者が徴収する費用（以下「利用料金」という。）

の額は、別表第３（一時延長保育の項及び一時保育の項に限る。）に定める額の範

囲内で、指定管理者が区長の承認を得て定める。 

（平１８条２３・平２１条１７・平２７条２４・一部改正） 

（特別保育料等の額の通知） 

第６条 区長は、前条第１項の規定により特別保育料の額を決定したとき、又はその

額を変更したときは、第４条第１項の扶養義務者に通知するものとする。 

２ 指定管理者は、前条第２項の規定により利用料金の額を決定したとき、又はその

額を変更したときは、第４条第２項の扶養義務者に通知するものとする。 

（平２１条１７・平２７条２４・一部改正） 

（特別保育料等の納付） 

第７条 前条第１項の扶養義務者は、前条の規定による通知を受けたときは、指定さ

れた納期限までに、区長に特別保育料を納付しなければならない。 

２ 前条第２項の扶養義務者は、同項の規定による通知を受けたときは、指定管理者

に利用料金を納付しなければならない。 

（平２１条１７・一部改正） 

（特別保育料等の減免） 

第８条 区長は、特別の事情があると認めるときは、特別保育料の額を減額し、又は
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免除することができる。 

２ 指定管理者は、特別の事情があると認めるときは、利用料金の額を減額し、又は

免除することができる。 

（平２１条１７・一部改正） 

（特別保育料等の返還） 

第９条 既に納めた特別保育料又は利用料金は、返還しない。ただし、区長又は指定

管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することがで

きる。 

（平２１条１７・一部改正） 

（督促及び滞納処分） 

第１０条 区長は、第４条第１項の扶養義務者が第５条第１項及び第８条第１項の規

定による特別保育料を納期限までに納付しないときは、期限を指定して督促しなけ

ればならない。 

２ 区長は、前項の規定による督促を受けた者が指定された期限までにその納付すべ

き金額を納付しないときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の

３第３項の規定により、地方税の滞納処分の例により処分することができる。 

（平１８条２３・追加、平２１条１７・平２７条２４・一部改正） 

（委任） 

第１１条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

（平１８条２３・旧第１０条繰下） 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１５年１１月１日から施行する。ただし、第２条（第１号に係

る部分に限る。）、第４条（延長保育に係る部分に限る。）、次項から付則第４項

まで及び別表（１ 延長保育の部に係る部分に限る。）の規定は平成１６年４月１

日から、第２条（第２号及び第４号に係る部分に限る。）及び別表（２ 休日保育

の部及び４ 一時保育の部に係る部分に限る。）の規定は同年６月１日から施行す
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る。 

（経過措置） 

２ 平成１６年４月１日前に、付則第４項の規定による改正前の墨田区保育の実施及

び費用徴収に関する条例の規定によりなされた延長保育の実施に係る手続その他の

行為は、この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。 

（墨田区保育所条例の一部改正） 

３ 墨田区保育所条例の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（墨田区保育の実施及び費用徴収に関する条例の一部改正） 

４ 墨田区保育の実施及び費用徴収に関する条例の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

付 則（平成１８年３月３０日条例第２３号） 

この条例は、平成１８年７月１日から施行する。 

ただし、第１０条を第１１条とし、第９条の次に１条を加える改正規定は、平成１

８年４月１日から施行する。 

付 則（平成２１年３月３０日条例第１７号） 

１ この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日前に、この条例による改正前の墨田区特別保育の実施に関す

る条例第４条の規定による実施の決定が行われた一時保育については、なお従前の

例による。 

付 則（平成２４年３月２９日条例第２４号） 

１ この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の別表（１延長保育の部に係る部分に限る。）の規定は、

平成２４年４月分以後の特別保育料から適用し、同年３月分以前の特別保育料につ

いては、なお従前の例による。 

付 則（平成２７年３月１７日条例第２４号） 

（施行期日） 
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１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成２７年度から平成２９年度までの間における標準時間保育延長保育に係る特

別保育料の額は、この条例による改正後の別表第１の規定にかかわらず、同表に掲

げる額を次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める表に掲げる額にそ

れぞれ読み替えて適用する。 

（１） 平成２７年度 

階層区分 月額 

３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児 

A階層 ０円 ０円 ０円

B階層 ２００円 ２００円 ２００円

C階層 ８００円 ８００円 ８００円

D階層 第１階層 ８００円 ８００円 ８００円

第２階層 

第３階層 １，１００円 １，１００円 １，１００円

第４階層 

第５階層 

第６階層 １，７００円 １，５００円 １，５００円

第７階層 ２，１００円

第８階層 ２，３００円

第９階層 ２，５００円 １，７００円 １，７００円

第１０階層 ２，７００円 １，９００円 １，８００円

第１１階層 ２，９００円 ２，０００円 ２，０００円

第１２階層 ３，１００円 ２，１００円

第１３階層 ３，３００円 ２，２００円

第１４階層 ３，４００円 ２，３００円
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第１５階層 ３，６００円 ２，４００円

第１６階層 ３，８００円 ２，５００円 ２，１００円

第１７階層 ４，０００円

第１８階層 ４，１００円

第１９階層 ４，３００円

第２０階層 ４，７００円 ２，６００円 ２，２００円

第２１階層 ５，２００円

第２２階層 ５，７００円

第２３階層 ６，１００円

（２） 平成２８年度 

階層区分 月額 

３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児 

A階層 ０円 ０円 ０円

B階層 ２００円 ２００円 ２００円

C階層 ８００円 ８００円 ８００円

D階層 第１階層 ８００円 ８００円 ８００円

第２階層 

第３階層 １，２００円 １，２００円 １，２００円

第４階層 

第５階層 

第６階層 １，８００円 １，６００円 １，６００円

第７階層 ２，２００円

第８階層 ２，４００円

第９階層 ２，６００円 １，８００円 １，８００円

第１０階層 ２，８００円 ２，０００円 １，９００円

第１１階層 ３，１００円 ２，２００円 ２，１００円
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第１２階層 ３，３００円 ２，３００円

第１３階層 ３，５００円 ２，４００円

第１４階層 ３，７００円 ２，５００円

第１５階層 ３，９００円 ２，６００円

第１６階層 ４，１００円 ２，７００円 ２，２００円

第１７階層 ４，３００円

第１８階層 ４，４００円

第１９階層 ４，６００円

第２０階層 ５，０００円 ２，８００円 ２，３００円

第２１階層 ５，６００円

第２２階層 ６，１００円

第２３階層 ６，５００円

（３） 平成２９年度 

階層区分 月額 

３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児 

A階層 ０円 ０円 ０円

B階層 ２００円 ２００円 ２００円

C階層 ９００円 ９００円 ９００円

D階層 第１階層 ９００円 ９００円 ９００円

第２階層 

第３階層 １，２００円 １，２００円 １，２００円

第４階層 

第５階層 

第６階層 １，９００円 １，８００円 １，７００円

第７階層 ２，３００円

第８階層 ２，６００円
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第９階層 ２，８００円 １，９００円 １，９００円

第１０階層 ３，０００円 ２，１００円 ２，０００円

第１１階層 ３，２００円 ２，３００円 ２，３００円

第１２階層 ３，５００円 ２，４００円

第１３階層 ３，７００円 ２，６００円

第１４階層 ３，９００円 ２，７００円

第１５階層 ４，１００円 ２，８００円

第１６階層 ４，４００円 ２，９００円 ２，４００円

第１７階層 ４，５００円

第１８階層 ４，７００円

第１９階層 ４，８００円

第２０階層 ５，３００円 ３，０００円 ２，５００円

第２１階層 ５，９００円

第２２階層 ６，５００円

第２３階層 ６，９００円

３ 平成２７年度における短時間保育延長保育に係る特別保育料は、この条例による

改正後の第４条第１項及び別表第２の規定にかかわらず、徴収しない。 

（墨田区保育所条例の一部改正） 

４ 墨田区保育所条例（昭和３６年墨田区条例第４号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

別表第１ 標準時間保育延長保育料 

（平２７条２４・追加） 

階層区分 月額 

３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児 

A階層 ０円 ０円 ０円

B階層 ２００円 ２００円 ２００円
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C階層 １，０００円 １，０００円 １，０００円

D階層 第１階層 １，０００円 １，０００円 １，０００円

第２階層 

第３階層 １，３００円 １，３００円 １，３００円

第４階層 

第５階層 

第６階層 ２，０００円 １，９００円 １，８００円

第７階層 ２，４００円

第８階層 ２，７００円

第９階層 ３，０００円 ２，０００円 ２，０００円

第１０階層 ３，２００円 ２，３００円 ２，２００円

第１１階層 ３，４００円 ２，４００円 ２，４００円

第１２階層 ３，７００円 ２，６００円

第１３階層 ４，０００円 ２，７００円

第１４階層 ４，１００円 ２，８００円

第１５階層 ４，３００円 ３，０００円

第１６階層 ４，６００円 ３，１００円 ２，５００円

第１７階層 ４，８００円

第１８階層 ５，０００円

第１９階層 ５，１００円

第２０階層 ５，６００円 ３，２００円 ２，６００円

第２１階層 ６，３００円

第２２階層 ６，９００円

第２３階層 ７，３００円

備考 

１ この表の適用に係る児童の年齢は、年度の初日の前日における児童の年齢に
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よるものとする。 

２ この表における階層区分は、墨田区保育所等の利用者負担額を定める条例（平

成２７年墨田区条例第２３号）別表第２に規定する階層区分の例による。 

３ 世帯の階層区分を区が保有する情報又は証明書等により確認することができ

ない場合にあっては、D階層第２３階層に該当する世帯とみなしてこの表を適用

する。 

４ この表における月額は、１日につき１時間を超えない範囲内で標準時間保育

延長保育を利用する場合の額とし、１日につき１時間を超えて標準時間保育延

長保育を利用する場合にあっては、当該月額の額に１日当たりの標準時間保育

延長保育を利用する時間を乗じて得た額を月額とする。 

５ この表の規定にかかわらず、世帯の階層区分がB階層に該当する規則で定める

世帯に属する児童に係る特別保育料の額は無料とし、規則で定める児童に係る

特別保育料の額は同表に掲げる額を限度として規則で定める額とする。 

別表第２ 短時間保育延長保育料 

（平２７条２４・追加） 

階層区分 月額 

３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児 

A階層 ０円 ０円 ０円

B階層 １００円 １００円 １００円

C階層 ４００円 ４００円 ４００円

D階層 第１階層 ４００円 ４００円 ４００円

第２階層 

第３階層 ５５０円 ５５０円 ５５０円

第４階層 

第５階層 

第６階層 ８５０円 ７５０円 ７５０円

第７階層 １，０５０円
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第８階層 １，１５０円

第９階層 １，２５０円 ８５０円 ８５０円

第１０階層 １，３５０円 ９５０円 ９００円

第１１階層 １，４５０円 １，０００円 １，０００円

第１２階層 １，５５０円 １，０５０円

第１３階層 １，６５０円 １，１００円

第１４階層 １，７００円 １，１５０円

第１５階層 １，８００円 １，２００円

第１６階層 １，９００円 １，２５０円 １，０５０円

第１７階層 ２，０００円

第１８階層 ２，０５０円

第１９階層 ２，１５０円

第２０階層 ２，３５０円 １，３００円 １，１００円

第２１階層 ２，６００円

第２２階層 ２，８５０円

第２３階層 ３，０５０円

備考 この表の適用については、別表第１備考の規定を準用する。この場合におい

て、同表備考４中「１時間」とあるのは「３０分」と、「標準時間保育延長保育」

とあるのは「短時間保育延長保育」と読み替えるものとする。 

別表第３ その他の特別保育料 

（平２７条２４・追加） 

特別保育の種類 区分 特別保育料の額 

一時延長保育 ３歳未満児 １時間につき ６００円 

３歳以上児 １時間につき ４００円 

休日保育  １日につき ２，５００円 

年末保育  １日につき ２，５００円 
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一時保育 １日の利用時間が５時間

以内の場合 

１日につき ２，０００円 

１日の利用時間が５時間

を超える場合 

１日につき ３，０００円 

緊急一時保育 ３歳未満児 １日につき １，２８０円 

３歳以上児 １日につき ５２０円 

備考 この表の適用に係る児童の年齢は、年度の初日の前日における児童の年齢に

よるものとする。 
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○墨田区特別保育の利用に関する条例施行規則 

平成１５年１０月３１日 

規則第６９号 

改正 平成１５年１１月２８日規則第７１号 

平成１８年３月３１日規則第５０号 

平成１９年３月３０日規則第３３号 

平成１９年９月２８日規則第７７号 

平成２０年３月３１日規則第３４号 

平成２０年８月１１日規則第７２号 

平成２１年３月３１日規則第２６号 

平成２１年１１月２５日規則第６３号 

平成２２年３月３１日規則第１４号 

平成２３年２月１４日規則第５号 

平成２４年３月３０日規則第１８号 

平成２５年３月２８日規則第８号 

平成２５年８月２２日規則第５０号 

平成２６年３月３１日規則第８号 

平成２７年５月２７日規則第６２号 

（題名改称） 

平成２７年１２月２８日規則第１１０号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、墨田区特別保育の利用に関する条例（平成１５年墨田区条例第

３５号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（平２７規６２・一部改正） 

（委任） 

第２条 条例に定める事務（条例第１０条に規定する事務を除く。）に関する区長の

権限は、墨田区福祉事務所の長（以下「福祉事務所長」という。）に委任する。 
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（平２７規６２・一部改正） 

（特別保育を行う保育所及び保育時間等） 

第３条 特別保育を行う墨田区保育所並びに特別保育の保育時間及び定員は、別表第

１のとおりとする。 

２ 条例第２条第５号に掲げる年末保育は、１２月２９日及び同月３０日に実施する。 

（平２１規２６・平２７規６２・一部改正） 

（特別保育の利用基準） 

第４条 条例第２条第１号に掲げる標準時間保育延長保育は、同号に規定する児童（標

準時間保育延長保育を行う墨田区保育所において通常保育を利用している児童に限

る。）について、保護者の就労時間、通勤時間等を考慮し、午後６時１５分を超え

て保育する必要があると認められるときに利用することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、０歳児については、満１歳に達する日の属する月（当

該月の末日に満１歳に達する児童にあっては、その翌月）の初日以後でなければ、

標準時間保育延長保育を利用することができない。 

３ 条例第２条第２号に掲げる短時間保育延長保育は、同号に規定する児童について、

保護者の就労時間、通勤時間等を考慮し、保育する必要があると認められるときに

利用することができる。 

４ 条例第２条第３号に掲げる一時延長保育は、同号に規定する児童のうち、次の各

号に掲げる児童について、保護者の就労時間、通勤時間等を考慮し、一時的に当該

各号に定める保育をする必要があると認められるときに利用することができる。 

（１） 条例第２条第１号に規定する児童 午後６時１５分（当該児童が標準時間

保育延長保育を利用している場合にあっては、午後７時１５分）を超えて行う保

育 

（２） 条例第２条第２号に規定する児童 午前９時（当該児童が午前９時より前

に短時間保育延長保育を利用している場合にあっては、当該短時間保育延長保育

の開始時間）より前に、又は午後５時（当該児童が午後５時以降に短時間保育延

長保育を利用している場合にあっては、当該短時間保育延長保育の終了時間）を



3/54 

超えて行う保育 

５ 条例第２条第４号に掲げる休日保育は、区内に住所を有する児童（通常保育を利

用する児童以外の児童のうち、集団保育が可能なものに限る。以下「区内居住児童」

という。）であって、生後６月から就学前までのものについて、同号に規定する休

日に保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当する場合に利用することができ

る。 

（１） 居宅外において労働をしているとき。 

（２） 居宅内における日常の家事以外の労働により、当該児童を保育することが

できないとき。 

（３） その他区長が特に認める状態にあるとき。 

６ 条例第２条第５号に掲げる年末保育は、区内居住児童であって、生後６月から就

学前までのものについて、前条第２項に定める日に保護者のいずれもが次の各号の

いずれかに該当する場合に利用することができる。 

（１） 居宅外において労働をしているとき。 

（２） 居宅内における日常の家事以外の労働により、当該児童を保育することが

できないとき。 

（３） その他区長が特に認める状態にあるとき。 

７ 条例第２条第６号に掲げる一時保育は、区内居住児童であって生後６月から就学

前（墨田区横川さくら保育園については、一時保育を利用しようとする日以後の最

初の３月３１日において満４歳未満）までのものについて、保護者が次の各号のい

ずれかに該当する場合で、一時的に当該児童を保育する必要があると認められると

きに利用することができる。ただし、同一の児童に対し、同一の保育所において、

同一月に４日を超えて一時保育を利用することはできない。 

（１） 冠婚葬祭等へ出席し、又はボランティア活動、地域活動等へ参加するとき。 

（２） 育児に伴う心理的又は肉体的な負担を軽減する必要があるとき。 

（３） その他区長が特に認める状態にあるとき。 

８ 条例第２条第７号に掲げる緊急一時保育は、区内居住児童であって生後６月から
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就学前までのものについて、保護者が次の各号のいずれかに該当する場合で、緊急

に当該児童を保育する必要があると認められるときに利用することができる。 

（１） 死亡し、又は失踪したとき。 

（２） 出産するとき、又は病気であるとき。 

（３） その他区長が特に認める状態にあるとき。 

（平１９規３３・平２０規７２・平２１規２６・平２４規１８・平２７規６

２・平２７規１１０・一部改正） 

（特別保育の利用の申込み） 

第５条 条例第３条第１項に規定する申込書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定めるとおりとし、当該申込書には、必要に応じて、福祉事務所長が別に定

める書類を添付するものとする。 

（１） 標準時間保育延長保育 標準時間保育延長保育利用申込書（第１号様式） 

（２） 短時間保育延長保育 短時間保育延長保育利用申込書（第２号様式） 

（３） 一時延長保育 一時延長保育利用申込書（第３号様式） 

（４） 休日保育 休日保育利用申込書（第４号様式） 

（５） 年末保育 年末保育利用申込書（第５号様式） 

（６） 一時保育 一時保育利用申込書（第６号様式） 

（７） 緊急一時保育 緊急一時保育利用申込書（第７号様式） 

２ 前項第２号から第６号までの申込書の提出期限（一時保育にあっては、提出期間）

は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、福祉

事務所長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。 

（１） 一時延長保育 一時延長保育を利用しようとする日 

（２） 休日保育 休日保育を利用しようとする日の属する月の前月２０日 

（３） 年末保育 年末保育を利用しようとする日の２０日前 

（４） 一時保育 一時保育を利用しようとする日の１０日前から３日前までの間 

（５） 緊急一時保育 緊急一時保育を利用しようとする日の前日 

３ 条例第３条第２項に規定する申込書には、必要に応じて、指定管理者が別に定め
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る書類を添付しなければならない。 

４ 前項の申込書の提出期限（一時保育にあっては、提出期間）は、次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要が

あると認めるときは、この限りでない。 

（１） 一時延長保育 一時延長保育を利用しようとする日 

（２） 一時保育 一時保育を利用しようとする日（以下この号において「利用日」

という。）の２週間前の水曜日から利用日の３日前までの間 

（平２１規２６・平２７規６２・一部改正） 

（特別保育の利用の申込みの取下げ） 

第６条 保護者は、条例第３条第１項の規定による申込みを取り下げようとするとき

は、同項の申込書を提出してから次条第１項又は第２項の規定により特別保育の利

用の可否が決定されるまでの間に、特別保育の利用申込取下届（第８号様式）を福

祉事務所長に提出しなければならない。 

２ 保護者は、条例第３条第２項の規定による申込みを取り下げようとするときは、

同項の申込書を提出してから次条第７項又は第８項の規定により一時延長保育又は

一時保育の利用の可否が決定されるまでの間に、所定の取下届を指定管理者に提出

しなければならない。 

（平２１規２６・平２４規１８・平２７規６２・一部改正） 

（特別保育の利用の決定） 

第７条 福祉事務所長は、第５条第１項各号の申込書の提出があったときは、第４条

に規定する利用基準に基づき、特別保育の利用の可否を決定するものとする。 

２ 前項の場合において、定員を超える申込みがあったときは、標準時間保育延長保

育、短時間保育延長保育、休日保育及び年末保育については保護者の就労状況等を

総合的に勘案し、一時延長保育、一時保育及び緊急一時保育については申込みの先

後により、その利用の可否を決定するものとする。ただし、一時延長保育、一時保

育及び緊急一時保育については、当該特別保育の利用の必要性等を勘案し、申込み

の先後によらないで、その利用の可否を決定することができる。 
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３ 福祉事務所長は、特別保育の利用の可否に当たり、当該特別保育を利用させるこ

ととなる墨田区保育所の長の意見を聴くことができる。 

４ 福祉事務所長は、第１項の規定により特別保育の利用を決定したときは、次の各

号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により保護者及び当該特別保育を

行う墨田区保育所の長に通知するものとする。 

（１） 標準時間保育延長保育 標準時間保育延長保育利用承認通知書（第９号様

式） 

（２） 短時間保育延長保育 短時間保育延長保育利用承認通知書（第１０号様式） 

（３） 一時延長保育 一時延長保育利用承認通知書（第１１号様式） 

（４） 休日保育 休日保育利用承認通知書（第１２号様式） 

（５） 年末保育 年末保育利用承認通知書（第１３号様式） 

（６） 一時保育 一時保育利用承認通知書（第１４号様式） 

（７） 緊急一時保育 緊急一時保育利用承認通知書（第１５号様式） 

５ 福祉事務所長は、第１項の規定により特別保育を行わないことを決定したときは、

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により保護者に通知するも

のとする。 

（１） 標準時間保育延長保育 標準時間保育延長保育利用不承認通知書（第１６

号様式） 

（２） 短時間保育延長保育 短時間保育延長保育利用不承認通知書（第１７号様

式） 

（３） 一時延長保育 一時延長保育利用不承認通知書（第１８号様式） 

（４） 休日保育 休日保育利用不承認通知書（第１９号様式） 

（５） 年末保育 年末保育利用不承認通知書（第２０号様式） 

（６） 一時保育 一時保育利用不承認通知書（第２１号様式） 

（７） 緊急一時保育 緊急一時保育利用不承認通知書（第２２号様式） 

６ 前項の場合（標準時間保育延長保育に係るものに限る。）において、当該決定の

理由が、欠員がない等によるものであるときは、引き続き当該標準時間保育延長保
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育の利用の申込みをした日以後の最初の１１月３０日まで標準時間保育延長保育の

利用の申込みがなされているものとみなす。この場合における標準時間保育延長保

育の利用の可否の決定については、第１項から第４項までの規定を準用する。 

７ 指定管理者は、第５条第３項の申込書の提出があったときは、申込みの先後によ

り一時延長保育又は一時保育の利用の可否を決定するものとする。 

８ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、一時延長保育又は一時保育の利用の必

要性等を勘案し、特に必要があると認めるときは、申込みの先後によらないで、そ

の利用の可否を決定することができる。 

９ 指定管理者は、前２項の規定により一時延長保育又は一時保育の利用の可否を決

定したときは、所定の通知書により保護者に通知するものとする。ただし、一時延

長保育について、これにより難い事情がある場合は、当該指定管理者が別に定める

方式によることができる。 

（平２１規２６・平２４規１８・平２７規６２・一部改正） 

（標準時間保育延長保育及び短時間保育延長保育の利用期間等） 

第８条 標準時間保育延長保育及び短時間保育延長保育の利用開始日及び利用期間は、

保護者の希望を考慮し、福祉事務所長が定める。 

（平２７規６２・全部改正） 

（特別保育の利用の停止） 

第９条 第７条第１項の規定により特別保育（一時延長保育及び一時保育を除く。以

下この条から第１１条までにおいて同じ。）の利用の決定を受けた児童について、

次のいずれかの事由により一時的に特別保育を利用する必要がなくなったときは、

福祉事務所長は、保護者からの申出により、特別保育の利用を停止することができ

る。 

（１） 疾病により、入院又は居宅における療養を要することとなったとき。 

（２） 保護者の疾病等により、一時的に保護者以外の者の下で生活することとな

ったとき。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、福祉事務所長が特に認めたとき。 
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２ 前項の申出は、特別保育の利用停止申出書（第２３号様式）により行うものとす

る。 

３ 福祉事務所長は、前項の申出に対し、特別保育の利用の停止の可否を決定したと

きは、特別保育の利用停止承認・不承認通知書（第２４号様式）により保護者及び

当該特別保育を行う墨田区保育所の長に通知するものとする。 

（平２１規２６・平２４規１８・平２７規６２・一部改正） 

（特別保育の利用の解除） 

第１０条 第７条第１項の規定により特別保育の利用の決定を受けた児童について、

次のいずれかの事由が生じたときは、福祉事務所長は、特別保育の利用を解除する

ことができる。 

（１） 第４条第１項、第５項、第６項及び第８項に規定する利用基準に該当しな

くなったとき。 

（２） 保護者から特別保育の利用の解除の申出があったとき。 

（３） 特別保育の利用を継続することが困難であると福祉事務所長が認めたとき。 

２ 前項第２号の申出は、特別保育の利用解除申出書（第２５号様式）により行うも

のとする。 

３ 福祉事務所長は、第１項の規定により特別保育の利用を解除するときは、特別保

育の利用解除通知書（第２６号様式）により保護者及び当該特別保育を行う墨田区

保育所の長に通知するものとする。 

（平２１規２６・平２７規６２・一部改正） 

（保育所長の届出） 

第１１条 特別保育を行う墨田区保育所の長は、特別保育の利用を停止し、又は解除

する必要があると認めたときは、必要な意見を付して、速やかにその旨を福祉事務

所長に届け出るものとする。 

（平２１規２６・平２４規１８・平２７規６２・一部改正） 

（特別保育料等の額の特例） 

第１２条 条例別表第１備考５（条例別表第２備考において準用する場合を含む。次
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項において同じ。）に規定する規則で定める世帯は、子ども・子育て支援法施行令

（平成２６年政令第２１３号。次項において「政令」という。）第４条第４項に規

定する要保護者等に該当する者がいる世帯とする。 

２ 条例別表第１備考５に規定する規則で定める児童及び当該児童に係る特別保育料

等の額は、次のとおりとする。 

（１） 政令第４条第４項に規定する要保護者等に該当する者がいる条例別表第１

又は別表第２のC階層又はD階層第１階層から第５階層までに該当する世帯に属す

る児童 当該階層区分より１階層低位の階層区分に規定する額 

（２） 政令第１４条第２号イからハまでに掲げる支給認定子どもに該当する児童 

０円 

（３） 子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号。次号にお

いて「府令」という。）第５６条第１号に掲げる事由に該当する世帯に属する児

童 ０円 

（４） 府令第５６条第２号から第４号までに掲げる事由に該当する世帯に属する

児童 条例別表第１又は別表第２の階層区分より１階層低位の階層区分に規定す

る額 

３ 前項第４号に該当する場合における特別保育料等の額の適用については、３月を

限度とする。 

（平２７規６２・追加、平２７規１１０・一部改正） 

（特別保育料等の額の通知） 

第１３条 条例第６条第１項の規定による通知は、特別保育料決定・変更通知書（第

２７号様式）により行うものとする。 

２ 条例第６条第２項の規定による通知は、所定の通知書により行うものとする。 

（平２１規２６・一部改正、平２７規６２・旧第１２条繰下・一部改正） 

（特別保育料等の減免） 

第１４条 条例第８条第１項又は第２項の規定により特別保育料又は利用料金を減額

し、又は免除する場合及びその割合は、別表第２のとおりとする。 
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２ 条例第８条第１項の規定による特別保育料の減額又は免除を受けようとする扶養

義務者（条例第４条第１項に規定する扶養義務者をいう。次項において同じ。）は、

特別保育料減免申請書（第２８号様式）に福祉事務所長が必要と認める書類を添え

て提出するものとする。 

３ 福祉事務所長は、前項の申請書の提出があったときは、第１項の規定による基準

に基づき、特別保育料の減額又は免除の適否を決定し、特別保育料減免承認・不承

認通知書（第２９号様式）により扶養義務者に通知するものとする。 

４ 条例第８条第２項の規定による利用料金の減額又は免除を受けようとする扶養義

務者（条例第４条第２項に規定する扶養義務者をいう。次項において同じ。）は、

所定の申請書に指定管理者が必要と認める書類を添えて提出するものとする。 

５ 指定管理者は、前項の申請書の提出があったときは、第１項の規定による基準に

基づき、利用料金の減額又は免除の適否を決定し、所定の通知書により扶養義務者

に通知するものとする。 

（平２１規２６・平２４規１８・一部改正、平２７規６２・旧第１３条繰下・

一部改正） 

（督促） 

第１５条 条例第１０条第１項の規定による督促は、督促状（第３０号様式）により

行う。 

２ 督促状には、その発行日から３０日以内において納付すべき期限を指定するもの

とする。 

（平１８規５０・追加、平２４規１８・一部改正、平２７規６２・旧第１４

条繰下・一部改正） 

（滞納処分職員） 

第１６条 条例第１０条第２項の規定による滞納処分に関する事務は、区長が任命す

る職員（次項において「滞納処分職員」という。）が行う。 

２ 滞納処分職員は、滞納処分のため財産の差押えを行う場合又は財産の差押えに関

する調査のため質問若しくは検査を行う場合には、滞納処分職員証（第３１号様式）
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を携行しなければならない。 

（平２０規７２・追加、平２７規６２・旧第１５条繰下・一部改正） 

（様式の特例） 

第１７条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な様式は、指

定管理者が福祉事務所長の承認を得て定める。 

（平２１規２６・追加） 

（補則） 

第１８条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。 

（平１８規５０・旧第１４条繰下、平１９規７７・旧第１５条繰下、平２０

規７２・旧第１６条繰下、平２１規２６・旧第１７条繰下） 

付 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１５年１１月１日から施行する。ただし、付則第４項の規定は

公布の日から、第４条第１項から第３項まで、第５条第１項（第１号に係る部分に

限る。）、第７条第２項（延長保育に係る部分に限る。）、第４項（第１号に係る

部分に限る。）、第５項（第１号に係る部分に限る。）及び第６項、第８条、第１

３条第２項ただし書、次項、付則第３項、別表第１（延長保育の項に係る部分に限

る。）、第１号様式、第７号様式並びに第１２号様式の規定は平成１６年４月１日

から、第４条第４項及び第６項、第５条第１項（第２号及び第４号に係る部分に限

る。）及び第２項（第１号及び第３号に係る部分に限る。）、第７条第２項（休日

保育及び一時保育に係る部分に限る。）、第４項（第２号及び第４号に係る部分に

限る。）及び第５項（第２号及び第４号に係る部分に限る。）、別表第１（休日保

育及び一時保育の項に係る部分に限る。）、第２号様式、第４号様式、第８号様式、

第１０号様式、第１３号様式並びに第１５号様式の規定は平成１６年６月１日から

施行する。 

（経過措置） 

２ 平成１６年４月１日前に、墨田区保育の実施、費用徴収等に関する規則の規定に
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よりなされた延長保育の実施に係る手続その他の行為は、この規則の相当規定によ

りなされた手続その他の行為とみなす。 

（墨田区保育の実施、費用徴収等に関する規則の一部改正） 

３ 墨田区保育の実施、費用徴収等に関する規則の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（準備行為） 

４ 緊急一時保育の実施に関し必要な手続は、この規則の施行の日前においても、こ

の規則の規定の例により行うことができる。 

５ 休日保育及び一時保育の実施に関し必要な手続は、平成１６年６月１日前におい

ても、この規則の規定の例により行うことができる。 

付 則（平成１５年１１月２８日規則第７１号）抄 

１ この規則は、平成１５年１２月１日から施行する。 

付 則（平成１８年３月３１日規則第５０号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

ただし、第１４条を第１５条とし、第１３条の次に１条を加える改正規定は、平成

１８年４月１日から施行する。 

付 則（平成１９年３月３０日規則第３３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１９年４月１日から施行する。ただし、第４条第６項、別表第

１（一時保育に係る部分に限る。）及び第４号様式の改正規定は、同年６月１日か

ら施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前に、改正前の墨田区特別保育の実施に関する条例施行規則

の規定によりなされた延長保育の実施に係る手続その他の行為は、この規則の相当

規定によりなされた手続その他の行為とみなす。 

（準備行為） 

３ この規則の実施に関し必要な手続は、この規則の施行の日前においても、この規
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則の規定の例により行うことができる。 

付 則（平成１９年９月２８日規則第７７号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成２０年３月３１日規則第３４号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２０年４月１日から施行する。ただし、第２４号様式の改正規

定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前に、改正前の墨田区特別保育の実施に関する条例施行規則

の規定によりなされた延長保育の実施に係る手続その他の行為は、この規則の相当

規定によりなされた手続その他の行為とみなす。 

（準備行為） 

３ この規則の実施に関し必要な手続は、この規則の施行の日前においても、この規

則の規定の例により行うことができる。 

付 則（平成２０年８月１１日規則第７２号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則による改正後の別表第２の規定は、平成２０年４月１日以後に実施した

特別保育に係る特別保育料から適用する。 

付 則（平成２１年３月３１日規則第２６号） 

１ この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施

行する。 

（１） 第１条及び付則第３項の規定 平成２１年４月１日 

（２） 第２条の規定 平成２１年６月１日 

（３） 次項の規定 公布の日 

２ 第１条の規定の施行の日（以下この項において「施行日」という。）以後の延長

保育（墨田区きんし保育園における２時間延長保育に限る。）、一時延長保育及び

緊急一時保育（入園募集人数外に係るものに限る。）の実施に関し必要な手続は、
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施行日前においても行うことができる。 

３ 第２条の規定の施行の日（以下「施行日」という。）以後の墨田区押上保育園に

おける一時保育の実施に関し必要な手続は、施行日前においても行うことができる。 

付 則（平成２１年１１月２５日規則第６３号） 

この規則は、平成２１年１２月１日から施行し、この規則による改正後の別表第１

（延長保育の項に係る部分に限る。）の規定は、同年４月１日から適用する。 

付 則（平成２２年３月３１日規則第１４号） 

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

付 則（平成２３年２月１４日規則第５号） 

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

付 則（平成２４年３月３０日規則第１８号） 

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

付 則（平成２５年３月２８日規則第８号） 

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

付 則（平成２５年８月２２日規則第５０号） 

この規則は、平成２５年１０月１日から施行する。 

付 則（平成２６年３月３１日規則第８号） 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

付 則（平成２７年５月２７日規則第６２号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ 平成２７年度から平成２９年度までの間における第１２条の規定における条例別

表第１に規定する特別保育料の額については、条例付則第２項の規定により読み替

えて適用される特別保育料の額とする。 

（墨田区保育所条例施行規則の一部改正） 

３ 墨田区保育所条例施行規則（平成元年墨田区規則第２３号）の一部を次のように
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改正する。 

〔次のよう〕略 

付 則（平成２７年１２月２８日規則第１１０号） 

この規則中第４号様式から第８号様式まで、第２３号様式、第２５号様式及び第２

８号様式の改正規定は平成２８年１月１日から、その他の改正規定は同年４月１日か

ら施行する。 

別表第１ 

（平２２規１４・全部改正、平２３規５・平２４規１８・平２５規８・平２

５規５０・平２６規８・平２７規６２・平２７規１１０・一部改正） 

特別保育の種類 特別保育を行う保育所 保育時間 定員 

標準時間

保育延長

保育 

１時間延

長 

墨田区江東橋保育園 午後６時１５分か

ら午後７時１５分

まで 

３０人（うち５人は、

墨田区江東橋保育園

分園に通園していた

４歳児に限る。） 

墨田区江東橋保育園分

園 

５人 

墨田区横川橋保育園 ３０人 

墨田区花園保育園 ２５人 

墨田区たちばな保育園 ２５人 

墨田区東駒形保育園 ２５人 

墨田区亀沢保育園 ３０人 

墨田区東あずま保育園 ２５人 

墨田区おむらい保育園 ２５人 

墨田区太平保育園 ３０人 

墨田区梅若保育園 ３０人 

墨田区立川保育園 ２５人 

墨田区長浦保育園 ２５人 
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２時間延

長 

墨田区ひきふね保育園 午後６時１５分か

ら午後８時１５分

まで 

３０人 

墨田区横川さくら保育

園 

２０人 

墨田区横川さくら保育

園分園 

３０人 

３時間延

長 

墨田区きんし保育園 午後６時１５分か

ら午後９時１５分

まで 

３０人（ただし、午

後８時１５分から午

後９時１５分までの

時間については、１

０人） 

４時間延

長 

墨田区押上保育園 午後６時１５分か

ら午後１０時１５

分まで 

３０人（ただし、午

後８時１５分から午

後１０時１５分まで

の時間については、

１０人） 

墨田区あおやぎ保育園 

短時間保育延長保育 墨田区保育所条例（昭和

３６年墨田区条例第４

号）別表に規定する保育

所 

午前７時３０分か

ら午前９時まで及

び午後５時から午

後６時まで 

それぞれの保育所に

おける通常保育の定

員数 

一時延長

保育 

条例第２

条第１号

に規定す

る児童が

利用する

もの 

墨田区江東橋保育園 午後６時１５分か

ら午後７時１５分

まで 

それぞれの保育所に

おける標準時間保育

延長保育の定員数か

ら、その日に実際に

標準時間保育延長保

育を利用する人数を

差し引いた人数 

墨田区江東橋保育園分

園 

墨田区横川橋保育園 

墨田区花園保育園 

墨田区たちばな保育園 

墨田区東駒形保育園 

墨田区亀沢保育園 
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墨田区東あずま保育園 

墨田区おむらい保育園 

墨田区太平保育園 

墨田区梅若保育園 

墨田区立川保育園 

墨田区長浦保育園 

墨田区押上保育園 午後６時１５分か

ら午後８時１５分

まで 

墨田区あおやぎ保育園 

墨田区ひきふね保育園 

墨田区きんし保育園 

墨田区横川さくら保育

園 

墨田区横川さくら保育

園分園 

条例第２

条第２号

に規定す

る児童が

利用する

もの 

墨田区保育所条例別表

に規定する保育所 

午前７時３０分か

ら午前９時まで及

び午後５時から午

後６時まで 

それぞれの保育所に

おける通常保育の定

員数 

休日保育 墨田区あおやぎ保育園 午前７時１５分か

ら午後６時１５分

まで 

２０人 

年末保育 墨田区あおやぎ保育園 午前７時１５分か

ら午後６時１５分

まで 

３０人 

墨田区押上保育園 

墨田区ひきふね保育園 

一時保育 墨田区押上保育園 午前７時１５分か ４人 
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墨田区あおやぎ保育園 ら午後６時１５分

まで 

６人 

墨田区横川さくら保育

園 

４人 

緊急一時

保育 

入園募集

人数内 

墨田区保育所条例別表

に規定する保育所 

午前７時１５分か

ら午後６時１５分

まで 

それぞれの保育所に

おける通常保育に係

る翌月の入園募集人

数（当該児童の年齢

に係るものに限る。） 

入園募集

人数外 

墨田区江東橋保育園 ３人 

墨田区中川保育園 

墨田区花園保育園 

墨田区文花保育園 

墨田区亀沢保育園 

墨田区東あずま保育園 

墨田区太平保育園 

墨田区梅若保育園 

墨田区横川さくら保育

園 

４人 

備考 年末保育については、墨田区あおやぎ保育園、墨田区押上保育園及び墨田区

ひきふね保育園のほか、区長が別に定める墨田区保育所において行うことができ

る。この場合において、その保育時間及び定員は、年末保育の項に定めるとおり

とする。 

別表第２ 

（平２０規７２・平２１規２６・平２４規１８・平２７規６２・一部改正） 

減額又は免除の要件 減免割合 

保護者が生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）によ

る保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住

全額免除 
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帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関

する法律（平成６年法律第３０号）による支援給付（以下

この表において「生活保護等」という。）を受けていると

き。 

児童が属する世帯を構成する者全員について、当該年度

分（４月から８月までの間に申込みを行う場合にあっては、

前年度分。以下同じ。）の特別区民税又は市町村民税が非

課税であるとき。 

全額免除 

児童が属する世帯に、当該年度分の特別区民税又は市町

村民税の所得割を課されている者がいないとき（保護者が

生活保護等を受けているとき、及び当該世帯を構成する者

全員について、当該年度分の特別区民税又は市町村民税が

非課税であるときを除く。）。 

２分の１減額 

その他区長又は指定管理者が特別の事情があると認める

とき。 

全額免除 

備考 

１ 減額又は免除の要件については、特別保育の利用の申込みをした日における

状況により判定するものとする。 

２ この表における税額の算出に当たっては、墨田区保育所等の利用者負担額を

定める条例（平成２７年墨田区条例第２３号）別表第１備考２ただし書の規定

を準用する。 
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第１号様式 

（平１８規５０・平１９規３３・平２０規３４・平２１規２６・平２２規１

４・平２４規１８・平２５規８・平２６規８・平２７規６２・一部改正） 

第２号様式 

（平２７規６２・追加） 

第３号様式 

（平２１規２６・追加、平２４規１８・一部改正、平２７規６２・旧第１号

の２様式繰下・一部改正） 

第４号様式 

（平１８規５０・平２１規２６・平２４規１８・一部改正、平２７規６２・

旧第２号様式繰下・一部改正、平２７規１１０・一部改正） 

第５号様式 

（平１８規５０・平２１規２６・平２４規１８・一部改正、平２７規６２・

旧第３号様式繰下・一部改正、平２７規１１０・一部改正） 

第６号様式 

（平１８規５０・平１９規３３・平２１規２６・平２４規１８・一部改正、

平２７規６２・旧第４号様式繰下・一部改正、平２７規１１０・一部改正） 

第７号様式 

（平１８規５０・平２１規２６・平２４規１８・一部改正、平２７規６２・

旧第５号様式繰下・一部改正、平２７規１１０・一部改正） 

第８号様式 

（平１８規５０・平２１規２６・平２４規１８・一部改正、平２７規６２・

旧第６号様式繰下・一部改正、平２７規１１０・一部改正） 

第９号様式 

（平１８規５０・全部改正、平２４規１８・一部改正、平２７規６２・旧第

７号様式繰下・一部改正、平２７規１１０・一部改正） 

第１０号様式 
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（平２７規６２・追加、平２７規１１０・一部改正） 

第１１号様式 

（平２１規２６・追加、平２４規１８・一部改正、平２７規６２・旧第７号

の２様式繰下・一部改正、平２７規１１０・一部改正） 

第１２号様式 

（平１８規５０・全部改正、平２４規１８・一部改正、平２７規６２・旧第

８号様式繰下・一部改正、平２７規１１０・一部改正） 

第１３号様式 

（平１８規５０・全部改正、平２４規１８・一部改正、平２７規６２・旧第

９号様式繰下・一部改正、平２７規１１０・一部改正） 

第１４号様式 

（平１８規５０・全部改正、平２４規１８・一部改正、平２７規６２・旧第

１０号様式繰下・一部改正、平２７規１１０・一部改正） 

第１５号様式 

（平１８規５０・全部改正、平２４規１８・一部改正、平２７規６２・旧第

１１号様式繰下・一部改正、平２７規１１０・一部改正） 

第１６号様式 

（平１８規５０・全部改正、平２４規１８・平２５規８・平２６規８・一部

改正、平２７規６２・旧第１２号様式繰下・一部改正、平２７規１１０・一

部改正） 

第１７号様式 

（平２７規６２・追加、平２７規１１０・一部改正） 

第１８号様式 

（平２１規２６・追加、平２４規１８・平２５規８・平２６規８・一部改正、

平２７規６２・旧第１２号の２様式繰下・一部改正、平２７規１１０・一部

改正） 

第１９号様式 
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（平１８規５０・全部改正、平２４規１８・平２５規８・平２６規８・一部

改正、平２７規６２・旧第１３号様式繰下・一部改正、平２７規１１０・一

部改正） 

第２０号様式 

（平１８規５０・全部改正、平２４規１８・平２５規８・平２６規８・一部

改正、平２７規６２・旧第１４号様式繰下・一部改正、平２７規１１０・一

部改正） 

第２１号様式 

（平１８規５０・全部改正、平２４規１８・平２５規８・平２６規８・一部

改正、平２７規６２・旧第１５号様式繰下・一部改正、平２７規１１０・一

部改正） 

第２２号様式 

（平１８規５０・全部改正、平２４規１８・平２５規８・平２６規８・一部

改正、平２７規６２・旧第１６号様式繰下・一部改正、平２７規１１０・一

部改正） 

第２３号様式 

（平１８規５０・平２１規２６・一部改正、平２７規６２・旧第１７号様式

繰下・一部改正、平２７規１１０・一部改正） 

第２４号様式 

（平１８規５０・全部改正、平２１規２６・一部改正、平２７規６２・旧第

１８号様式繰下・一部改正、平２７規１１０・一部改正） 

第２５号様式 

（平１８規５０・平２１規２６・一部改正、平２７規６２・旧第１９号様式

繰下・一部改正、平２７規１１０・一部改正） 

第２６号様式 

（平１８規５０・全部改正、平２１規２６・一部改正、平２７規６２・旧第

２０号様式繰下・一部改正、平２７規１１０・一部改正） 



54/54 

第２７号様式 

（平１８規５０・全部改正、平２１規２６・平２４規１８・平２６規８・一

部改正、平２７規６２・旧第２１号様式繰下・一部改正、平２７規１１０・

一部改正） 

第２８号様式 

（平１８規５０・平２１規２６・一部改正、平２７規６２・旧第２２号様式

繰下・一部改正、平２７規１１０・一部改正） 

第２９号様式 

（平１８規５０・全部改正、平２１規２６・一部改正、平２７規６２・旧第

２３号様式繰下・一部改正、平２７規１１０・一部改正） 

第３０号様式 

（平１８規５０・追加、平２０規３４・平２４規１８・平２５規８・一部改

正、平２７規６２・旧第２４号様式繰下・一部改正、平２７規１１０・一部

改正） 

第３１号様式 

（平２０規７２・追加、平２７規６２・旧第２５号様式繰下・一部改正） 

 


